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は じ め に 

 

 私たちを取り巻く社会は、国際化、高度情報化、過疎化・少子化が進み、家

族形態やライフスタイルの多様化など、急速に変化しています。 

 このような社会情勢の変化に対応するため、これまで男女共同参画社会を実

現するための法律や制度の整備が着々と進められてきました。 

 そこで、本町においても、もっと多くの皆様に男女共同参画社会づくりの大

切さや意義を理解していただくとともに、家庭や職場、地域を含め町全体で男

女共同参画社会の実現に向けた活動を着実に実践していくため、このたび「下

郷町男女共同参画プラン」を策定いたしました。このプランは、本町が目指し

ている「未来につなぐまちづくり」の実現に向け、「男女が個人として尊重され、

地域のあらゆる分野でともに参画し、責任を担うまち」を基本理念に１０ヶ年

を計画期間として取組むものです。 

 

 ここに住むすべてのひとが、性別などにかかわりなく、人として尊重され、 

“自分らしさ”を十分に発揮することができる真に心豊かな社会を築くために

は、行政だけではなく町民の皆様と一体となった取り組みが必要です。そのた

めにも、本プランに基づき、皆様とパートナーシップの精神で各種施策に取り

組んでまいりたいと考えております。 

 最後に、町民の皆様の本プランに対する深いご理解とご協力をお願いします

とともに、計画の策定にあたり熱心にご審議いただいた「下郷町男女共同参画

プラン策定検討委員会」及び「下郷町男女共同参画社会推進協議会」の委員各

位をはじめ、議会、そしてご協力いただきました関係機関の方々、町民の皆様

に対し心からお礼申し上げます。 

 

平成２３年 ３月 

 

下郷町長  湯田 雄二 
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第１節 本計画の策定について 

 

１ 計画策定の趣旨 

 男女共同参画社会の実現は、国の２１世紀の最重要課題として位置づけられ

ており、社会のあらゆる分野で男女共同参画への取り組みがなされています。 

 しかしながら、男女共同参画に関する町民意識調査などからもわかるように、

目標とする姿からはまだ遠いものがあり、これから更なる取り組みが必要とな

っています。 

 また、国際化、高度情報化、過疎化・少子高齢化等により、地域コミュニテ

ィの活力の低下をはじめ、人と人とのつながりや助け合いの精神が失われつつ

あるなど、新たな社会問題も発生しています。 

 そのため、男女が共に支え合い協力し合う、男女共同参画社会の実現が急務

であり、本計画の策定は、ここに住む誰もがあらゆる分野で多様性を十分発揮

し、共に責任を担う社会を構築するための第一歩と位置づけています。 

 

２ 計画の位置付け 

 本計画は、本町が目指している「未来につなぐまちづくり」の実現に向け、

国の「男女共同参画基本計画」及び県の「ふくしま男女共同参画プラン」との

整合性を図りながら、本町の実情を踏まえて策定します。 

 なお、各種施策の推進に当たっては、行政機関だけでなく、職場・学校・地

域・家庭及び町民の積極的な参加と協力を得ながら進めます。 

 

３ 計画の期間 

 本計画の期間は、２０１０年度（平成２２年度）から２０２０年度（平成３

２年度）までの１０年間とします。ただし、計画の進捗状況や社会情勢の変化

等により修正等が必要な場合は、随時、計画の見直しを行います。 
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４ 計画の構成 

 本計画は次のとおり構成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 計画の策定にあたって 

 
１．本計画の策定について 

○計画策定の趣旨 

○計画の位置付け 

○計画の期間 

○計画の構成 

○これまでの動き（国内外及び県・本町） 

○過疎化・少子化など社会情勢の変化への対応 

○社会通念や慣習など地域性を有する課題への 

対応 

○みんなが主役のまちづくり 

○協働によるまちづくり 

 

基本目標Ⅰ 

みんなで取り組む男女共同参画の環境づくり 

○人と町とがつながる体制づくり 

計画の策定・ 

基本構想を 

踏まえて推進 

◆基本理念◆ 

男女が個人として尊重され、 

地域のあらゆる分野でともに参画し、 

責任を担うまち 

第３章 計画の内容 

 
基本目標Ⅰ みんなで取り組む男女共同参画の環境づくり 

課題 男女共同参画の社会づくり 

(１) 男女共同参画に関する調査と啓発の推進 

(２) 男女共同参画に関する教育・学習の推進 

基本目標Ⅱ みんなが安心して暮らせる地域づくり 

課題 個人が尊重される社会づくり 

(１) 人権と多様性が尊重される教育・啓発の推進 

(２) 男女間の暴力の根絶 

基本目標Ⅲ みんなが主役のまちづくり 

課題 協働による活力あるまちづくり 

(１) 女性の参画促進と人材育成 

(２) 仕事と生活の調和の推進 

(３) 地域コミュニティの再生と創造の推進 

(３) メディアにおける男女平等の配慮 

(３) 生涯にわたる健康づくりの推進 

基本目標Ⅱ 

みんなが安心して暮らせる地域づくり 

基本目標Ⅲ 

みんなが主役のまちづくり  

第２章 基本構想 

 

２．本計画策定に向けての諸課題 

３．本計画における町の基本姿勢 

１．基本理念と基本目標 

２．推進体制 

 



５　これまでの動き（国内外及び県・本町）

年　度 国際的な動き 国の動き 福島県の動き 本町の動き

1975年
（昭和50年）

国際婦人年
メキシコ女性会議

「婦人問題企画促進本部」設
置

1976年
（昭和51年）

「国際婦人の10年」始まる

1977年
（昭和52年）

「国内行動計画」策定

1979年
（昭和54年）

国連「女子差別撤廃条約」採
択

1980年
（昭和55年）

国際婦人の10年中間世界会議
（コペンハーゲン）

1985年
（昭和60年）

第３回世界会議（ナイロビ）
「男女雇用機会均等法」公布
「女子差別撤廃条約」批准

1991年
（平成3年）

「育児休業法」公布

1993年
（平成5年）

国連「女性に対する暴力の撤
廃に関する提言」採択

中学校で技術・家庭科の男女
共修開始

1994年
（平成6年）

高校で家庭科の男女共修開始

1995年
（平成7年）

第4回世界女性会議（北京）

1996年
（平成8年）

「男女共同参画2000年プラ
ン」策定

1997年
（平成9年）

「介護保険法」公布

1999年
（平成11年）

「男女共同参画社会基本法」
施行

2000年
（平成12年）

国連特別総会「女性2000年会
議」（ニューヨーク）

「男女共同参画基本計画」策
定
「ストーカー行為等の規則等
に関する法律」施行

ふくしま男女共同参画プラン
策定

2001年
（平成13年）

男女共同参画会議設置、「配
偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護に関する法律」施
行

下郷町男女共同参画社会推進
協議会設立

2003年
（平成15年）

「次世代育成支援対策推進
法」及び「少子化社会対策基
本法」施行

男女共同参画社会推進講座
　　（集落座談会）８集落

2004年
（平成16年）

男女共同参画社会推進講座
　　（集落座談会）１０集落

2005年
（平成17年）

第49回国連婦人の地位委員会
（ニューヨーク）

「男女共同参画基本計画」
（第2次）策定

ふくしま男女共同参画プラン
改訂

福島県男女共生のつどいin南
会津（下郷町で開催）
男女共同参画社会推進講座
　　（集落座談会）７集落

2006年
（平成18年）

　
男女共同参画社会推進講座
　　（集落座談会）１０集落

2007年
（平成19年）

「ワーク・ライフ・バラン
ス」推進の基本的方向（報
告）

男女共同参画社会推進講座
　　（集落座談会）６集落

2008年
（平成20年）

男女共同参画社会推進講座
　　（集落座談会）４集落

2009年
（平成21年）

ふくしま男女共同参画プラン
改訂

男女共同参画社会推進講座
　　（集落座談会）２集落

2010年
（平成22年）

「男女共同参画プラン策定検
討委員会」設置

7
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第２節 本計画策定に向けての諸課題 

 

１ 過疎化・少子高齢化など社会情勢の変化への対応 

 本町においても、国の総人口の減少とあいまって人口の減少が続いています。

特に中山間地域に位置する本町では、年少人口及び１５歳から６４歳までの生

産年齢人口の減少に歯止めがかからず、老齢人口が増加している状況にありま

す。 

 さらに、近年急速に進展しているグローバル化や高度情報化の波を受け、私

たちを取り巻く生活様式や価値観などは大きく変化してきており、人と人との

つながりの希薄化などに起因した地域コミュニティの活力の低下など、新たな

問題も生じつつあります。 

 本計画では、それら社会情勢の変化に対応するため、ここで暮らす人の社会

参画促進や仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を図り共に支える

地域づくりを進めます。 

 

２ 社会通念や慣習など地域性を有する課題への対応 

 男女共同参画社会づくりの推進に関しては、国・県を中心として、これまで

様々な取り組みがなされてきました。しかしながら、本町が実施した町民意識

調査からは、「男は仕事、女は家庭」といった性別によって役割を固定化する考

え方が依然として残っており、社会のあらゆる場面で男性の方が優遇されてい

ると感じている方の割合が大変高いことがわかりました。 

 社会通念や慣習などは、これまで長い歴史の中で作られてきたものです。そ

れは地域の文化（地域性）として形成されてきた部分もありますが、今後、こ

こで暮らす男女が個性を発揮し、豊かな生活を送るためには、このように性別

で役割を決めつける考え方や男女間の固定概念などについて見直しをしていく

必要があります。 

 本計画では、このような社会通念や慣習などを検証するために各種啓発事業

等に取り組み、男女共同参画社会の形成に向けた基盤づくりを進めます。 
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（参考１）下郷町の総人口及び階層別人口の推移 

（単位：人） 

 平成７年 平成１２年 平成１７年 平成２２年 

総人口 ７，９５１ ７，５７９ ７，０５３ ６，７９６ 

年少人口（0～14 歳） １，２５０ １，０２６ ８７７ ７４６ 

生産年齢人口（15~64歳） ４，５０５ ４，１４６ ３，７５９ ３，６０４ 

老年人口（65 歳以上） ２，１９６ ２，４０７ ２，４１７ ２，４４６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下郷町の総人口の推移
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第３節 本計画における町の基本姿勢 

 

 

１ みんなが主役のまちづくり 

 本計画の基本理念である「男女が個人として尊重され、地域のあらゆる分野

でともに参画し、責任を担うまち」を実現するためには、ここで暮らす人が地

域づくりの場に参画できる仕組みづくりを行い、町民ひとりひとりのより良い

アイデアが引き出されなければなりません。 

 町では、そのような町民の構想・企画・アイデアを実現するための支援を明

確にするとともに、地域のリーダーとなる人材の発掘と育成等を行い、「みんな

が主役のまちづくり」を進めます。 

 

２ 協働によるまちづくり 

 すべてのひとが、性別にかかわりなく、人として尊重され、“自分らしさ”を

十分に発揮しながら心豊かな社会を築くには、行政だけではなく、職場・学校・

地域・家庭、そして町民が一体となった取り組みが必要です。 

 そのため、本計画の推進にあたっては、町民が共に手を取り合い、パートナ

ーシップの精神で取り組むとともに、事業を進めるために必要な情報の共有化

を図り、「協働によるまちづくり」を進めます。 
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第２章 

 

 

 

 

 

 

基 本 構 想 
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第１節 基本理念と基本目標 

 

 

１ 基本理念 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

２ 基本目標 

 

  基本目標Ⅰ みんなで取り組む男女共同参画の環境づくり 

   社会制度・慣習の見直しや男女共同参画社会の啓発に取り組むことで、 

「みんなで取り組む男女共同参画の環境づくり」を進めます。 

 

  基本目標Ⅱ みんなが安心して暮らせる地域づくり 

   すべての人の多様性や人権、健康などが尊重される社会づくりに取り組 

むことで、「みんなが安心して暮らせる地域づくり」を進めます。 

 

  基本目標Ⅲ みんなが主役のまちづくり 

   女性の参画促進や各種団体の育成、ネットワークづくりなどを行うとと 

もに、そのために必要な環境整備や仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・

バランス）などを促進し、「みんなが主役のまちづくり」を進めます。 

男女が個人として尊重され、 

  地域のあらゆる分野で 

ともに参画し、 

    責任を担うまち 
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第２節 推進体制 

 

 本計画では、職場・学校・地域・家庭、そして町民が一体となった取組を進

めるため、次の推進体制により各種施策に取り組みます。 

 

１ 人と町とがつながる体制づくり 

（１）推進体制Ⅰ 

男女共同参画は行政各分野に横断的に関連して実施されるべき施策であり 

ます。また、各専門分野における男女共同参画に関する課題等について把握・ 

分析する必要があるため、庁内及び庁外各種団体から推薦された委員による 

「下郷町男女共同参画社会推進協議会」を設置しています。 

（２）推進体制Ⅱ 

町民から幅広い意見を取りまとめ検討していく、民間組織の「下郷町男女 

共同参画プラン策定検討委員会」を設置しています。 

 

 

 

 

＜推進体制Ⅰと推進体制Ⅱの連携イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
町男女共同参画プラン策定検討委員会 

 

◆所掌事務 

① 男女共同参画に係る調査及び研究に 

関すること 

② 男女共同参画計画の策定に関するこ 

と 

③ その他、男女共同参画社会の形成の 

推進に関すること 

 

◆委員構成 

・１０名以内（教育長が委嘱） 

・できるだけ広範な分野及び団体から推 

薦された人材を選任 

推 進 体 制 Ⅰ 

 

町男女共同参画社会推進協議会 

 

◆所掌事務 

① 男女共同参画に関する取組方針及び計 

画の策定に関すること 

② 男女共同参画社会の形成に向けた施策 

の総合的かつ効果的な推進に関すること 

③ その他、男女共同参画社会の形成に関 

し必要な事項 

 

◆委員構成 

・２４名以内（教育長が委嘱） 

・庁内及び庁外から推薦をされた人材を選 

任 

担
当
課
（
教
育
委
員
会
事
務
局
） 

調 整 

答 申 

調    整 

推 進 体 制 Ⅱ 

諮 問 
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（３）職場・学校・地域・家庭、行政との協働推進体制 

  男女共同参画を町全体で一体的に推進するため、職場・学校・地域・家庭 

及び行政との連携を図り、情報を共有しながら協働して各種施策に取り組み 

ます。 

 

 

＜協 働 推 進 体 制 イ メ ー ジ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職 場 

 

 

 

学 校 

 

町 民 

（家庭・地域） 

 

 

協 働 

協 働 

協 働 協 働 

行 

政 行 

政 
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第３章 

 

 

 

 

 

 

計 画 の 内 容 
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第１節 計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念 
男女が個人として尊重され、地域のあらゆる分野で 

ともに参画し、責任を担うまち 

基本目標Ⅰ みんなで取り組む男女共同参画の環境づくり 

課 題 男女共同参画の社会づくり 

（１）男女共同参画に関する調査と啓発の推進 

（２）男女共同参画に関する教育・学習の推進 

（３）メディアにおける男女平等の配慮 

施策の方向 

基本目標Ⅱ 

 

みんなが安心して暮らせる地域づくり 

課 題 個人が尊重される社会づくり 

（１）人権と多様性が尊重される教育・啓発の推進 

（２）男女間の暴力の根絶 

（３）生涯にわたる健康づくりの推進 

施策の方向 

基本目標Ⅲ 

 

みんなが主役のまちづくり 

 

課 題 協働による活力あるまちづくり 

（１）女性の参画促進と人材育成 

（２）仕事と生活の調和の推進 

（３）地域コミュニティの再生と創造の推進 

施策の方向 
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第２節 計画の内容 

 

基本目標Ⅰ みんなで取り組む男女共同参画の環境づくり 

 

 社会制度・慣習の見直しや男女共同参画意識の啓発に取り組むことで、「みん

なで取り組む男女共同参画の環境づくり」を進めます。 

 

○課題 男女共同参画の社会づくり 

 

 町に住むすべての人が自分らしく生き生きとした生活を送るためには、「男は

仕事、女は家庭」といった性別によって役割を固定化する考え方や、地域にお

ける男女間格差などについて見直しをしていく必要があります。 

 

【施策の方向】 

 

（１）男女共同参画に関する調査と啓発の推進 

 

 

項 目 内  容 担当課 

①地域における

社会通念・慣習

の見直し 

●家庭や地域における実態を把握するための調査を 

行い、対策について検討を行います。 

●地区の会合や行事などの機会をとらえて、見直し 

に必要な啓発活動を行います。 

総務課 

②男女共同参画

意識の啓発 

●町ホームページや広報誌などあらゆる広報媒体を 

活用して男女共同参画意識の啓発に努めます。 

●地域における男女共同参画意識の啓発を目的とし 

た取り組みに対する支援を促進します。 

総務課 

事業課 

教育委員会 
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（２）男女共同参画に関する教育・学習の推進 

 

（３）メディアにおける男女平等の配慮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 内  容 担当課 

①家庭における

教育・学習の推

進 

●家庭における男女共同参画や家庭のあり方などを 

テーマとした教育・学習の促進を図ります。 

教育委員会 

公民館 

生活課 

②学校における

教育・学習の推

進 

●性別にとらわれず、お互いを認め合い、個性を尊 

重する教育を推進します。 

●男女平等の視点に立った進路指導や生活指導を推 

進します。 

教育委員会 

公民館 

生活課 

③職場における

教育・学習の推

進 

●職場における男女の均等を確保するため、企業向 

けの啓発資料作成や指導者向けの研修機会の提供 

に努めます。 

総務課 

事業課 

教育委員会 

項 目 内  容 担当課 

①情報発信 (メ

ディア )につい

ての実態の把握

と配慮 

●社会的性差の押し付けをなくす（ジェンダーフリ 

ー）よう配慮し、広報、刊行物等の作成に努めま 

す。 

●情報を主体的に読み解き発言する能力（メディア・ 

リテラシー）の啓発に努めます。 

総務課 

教育委員会 
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＜参 考＞ 

 

◆ 「男は仕事、女は家庭」といった考え方について ◆ 

 

 回答数 構成比（％） 

賛成である ４ ４．０ 

どちらかといえば賛成 ２７ ２６．７ 

どちらかといえば反対 １７ １６．８ 

反対 １６ １５．８ 

どちらとも言えない ３５ ３４．７ 

無回答 ２ ２．０ 

 計 １０１ １００．０ 

（資料）下郷町男女共同参画に関する町民意識調査報告書（平成２１年３月）より 

 

◆ 町全体での男女の地位の平等感 ◆ 

 

 回答数 構成比（％） 

男性優遇 １７ １６．８ 

やや男性優遇 ５５ ５４．５ 

男女平等 １９ １８．８ 

やや女性優遇 ４ ４．０ 

女性優遇 １ １．０ 

無回答 ５ ５．０ 

 計 １０１ １００．０ 

（資料）下郷町男女共同参画に関する町民意識調査報告書（平成２１年３月）より 
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＜参 考＞  ◆ 様々な場での男女の地位の平等感 ◆ 

○家庭生活では 

 回答数 構成比（％） 

男性優遇 ２２ ２１．８ 

やや男性優遇 ３２ ３１．７ 

男女平等 ３９ ３８．６ 

やや女性優遇 ４ ４．０ 

女性優遇 １ １．０ 

無回答 ３ ３．０ 

 計 １０１ １００．０ 

 

○学校教育の場では 

 回答数 構成比（％） 

男性優遇 ２２ ２１．８ 

やや男性優遇 ３２ ３１．７ 

男女平等 ３９ ３８．６ 

やや女性優遇 ４ ４．０ 

女性優遇 １ １．０ 

無回答 ３ ３．０ 

 計 １０１ １００．０ 

 

○社会通念・慣習・しきたりの場では 

 回答数 構成比（％） 

男性優遇 ３８ ３７．６ 

やや男性優遇 ３９ ３８．６ 

男女平等 １４ １３．９ 

やや女性優遇 ４ ４．０ 

女性優遇 ０ ０．０ 

無回答 ６ ５．９ 

 計 １０１ １００．０ 

（資料）下郷町男女共同参画に関する町民意識調査報告書（平成２１年３月）より 
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基本目標Ⅱ みんなが安心して暮らせる地域づくり 

 

 すべての人の多様性や人権、健康などが尊重される社会づくりに取り組むこ

とで、「みんなが安心して暮らせる地域づくり」を進めます。 

 

○課題 個人が尊重される社会づくり 

 すべての人が生き生きと自分らしい生き方を選択できる社会づくりを進める

ためには、ここに住むすべての人が尊重され、自分らしさを十分に発揮できる

環境づくりを進める必要があります。 

【施策の方向】 

（１）人権と多様性が尊重される教育・啓発の推進 

 

項 目 内  容 担当課 

①人権と多様性

が尊重される教

育・啓発の推進 

●男女平等をはじめとする人権についての理解を深 

めるための講演会・セミナー等の開催に努めます。 

●人権について誰もが理解できるような資料等を作 

成・活用した広報・啓発を行います。 

●子どもから大人まで、すべての人に対して、人権 

と多様性が尊重される教育・啓発の推進を図りま 

す。 

生活課 

教育委員会 

②人権を守る環

境づくり 

●暴力や虐待「DV（ドメスティックバイオレンス）、 

児童・高齢者・障害者虐待、ネグレクト等」によ 

る、重大な人権侵害を未然に防止するための地域 

ネットワークづくりに努めます。 

総務課 

教育委員会 

生活課 

③セクハラ等防

止対策 

●セクハラ（セクシャル・ハラスメント）、パワハラ

（パワーハラスメント）、いじめの防止に向けて、

職場や学校などあらゆる場面での啓発活動に努め

ます。 

事業課 

教育委員会 

④みんなにやさ

しいまちづくり 

●公共施設の整備や施策など、ユニバーサルデザイ

ンの視点に立った事業の推進を図ります。 全 課 
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（２）男女間の暴力の根絶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤国際的協調 ●男女共同参画社会づくりのために、世界の人々と

共生できる社会を目指します。 

●外国人が地域の一員として参画できる生活環境づ

くりに努めます。 

全 課 

項 目 内  容 担当課 

①男女間の暴力

を根絶するため

の環境づくり 

 

●男性も女性も被害者・加害者にならないために、 

互いの人権尊重や、暴力を許さない意識を家庭・ 

地域・学校・職場等で醸成するための啓発活動に 

努めます。 

●被害者の相談に適切に応じるため、関係職員の研

修等を充実し、資質の向上を図ります。 

●DV 防止法に基づき、南会津保健福祉事務所等関

係機関と連携し、被害者への適切かつ迅速な対応

に努めます。 

●性犯罪、売買春、ストーカー行為、デートＤＶ等、

男女間の暴力の根絶に向け、関係機関との連携に

努めます。 

生活課 

教育委員会 
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（３）生涯にわたる健康づくりの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 内  容 担当課 

①総合的な健康

福祉施策の充実 

●健康に関する意識の高揚を図るため、啓発活動や 

健康教室、健康相談、各種健康診断、検診の実施 

と内容の充実を図ります。 
生活課 

②ＨＩＶ（エイ

ズ）、性感染症対

策 

●ＨＩＶ（エイズ）、性感染症に関する情報提供と感

染を予防するための啓発活動を推進します。 
生活課 

教育委員会 

③男女の性と健

康についての啓

発 

●学校との連携を図り、男女がお互いの性と健康に

ついて理解し、尊重しあうことができるような情

報提供を図ります。 

●リプロダクティブ・ヘルツ／ライツに関する正し

い理解の普及と意識の定着に努めます。 

生活課 

教育委員会 

④性別に特有な

病気の予防・啓

発 

●前立腺がん、乳がんや子宮がん等、性別に特有な

病気や健康に関する情報提供と啓発活動を推進し

ます。 

生活課 

⑤健康なこころ

の維持 

●うつ病等の予防など、こころの病気についての情

報提供や意識啓発を図り、心身ともに健康な状態

を維持できるよう推進します。 

生活課 
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＜参 考＞ 

 

◆ DV(ドメスティック・バイオレンス)についての経験や認識 ◆ 

 回答数 構成比（％） 

自分が受けた １ １．０ 

身近で見聞きした １１ １０．９ 

マスコミ等で聞いた ６０ ５９．４ 

知らない ２５ ２４．８ 

無回答 ４ ４．０ 

 計 １０１ １００．０ 

（資料）下郷町男女共同参画に関する町民意識調査報告書（平成２１年３月）より 
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基本目標Ⅲ みんなが主役のまちづくり 

 

 女性の参画促進や各種団体の育成、ネットワークづくりなどを行うとともに、

そのために必要な環境整備や仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

などを促進し、「みんなが主役のまちづくり」を進めます。 

 

○課題 協働による活力あるまちづくり 

 

 年齢や性別などに関わりなく誰もがその能力を十分に発揮できるまちづくり

を実現するためには、すべての町民が地域づくりや町づくりに積極的に参加で

きる環境づくりを進めるとともに、町民、企業、行政がそれぞれ連携して各種

施策に取り組む必要があります。また、本来、地域が持つ助け合いの精神や教

育、子育て、防犯などの互助機能を再生・創造し、共に支え合い活躍できる地

域づくりを進める必要があります。 

  

【施策の方向】 

 

（１）女性の参画促進と人材育成 

 

 

項 目 内  容 担当課 

①政策・方針決

定過程への女性

の参画促進 

●審議会等における女性委員の登用率について、平

成３２年度までに２０％を目標に取り組みます。 

●男女共同参画の趣旨の普及を図り、地域の諸団体

等における女性の役員登用を促進します。 

●意思決定の過程において、女性の参画を促進し、

協働によるまちづくりを推進します。 

全 課 
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（２）仕事と生活の調和の推進 

 

 

 

 

 

②女性の人材育

成と能力開発及

びエンパワーメ

ントの推進 

●女性の生きがいづくりにつながる講座や能力を伸

ばすための学習・研修の機会の充実を図ります。 

●子どもを持つ女性が参加しやすいように、町主催

の講演会や講座等では託児所の確保等に努めま

す。 

●さまざまな分野において、参画できる女性リーダ

ーや女性グループの育成を図るための研修会の開

催など積極的な支援に努めます。 

全 課 

項 目 内  容 担当課 

①雇用の場にお

ける男女平等の

推進 

●町内企業に対して男女平等に基づく雇用環境整備 

に関する情報提供を行います。 
総務課 

事業課 

②女性の再就職

等の支援 

●女性が再就職するための基礎知識・技術を学ぶ機

会の充実を図ります。 
全 課 

③ワーク・ライ

フ・バランスの

推進 

●ワーク・ライフ・バランスに関する講演会やセミ

ナーを開催するとともに、広報誌等での啓発を行

います。 

●自営業における家族経営協定を推進します。 

総務課 

事業課 

教育委員会 

④子育て支援の

充実 

●通常保育に加え、一時保育、児童クラブ、放課後

子ども教室など子育て支援の充実を図ります。 

生活課 

教育委員会 

⑤家事・育児・

介護への男性の

参画促進 

●男性の家事・育児・介護を促進するためのセミナ

ー等を開催するとともに、相談体制整備や当事者

間のネットワークづくりの充実を図ります。 

●企業や就業者への育児・介護休暇制度の促進に努

めます。 

事業課 

生活課 

教育委員会 
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（３）地域コミュニティの再生と創造の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 内  容 担当課 

①地域コミュニ

ティの活性化支

援 

●自治会や地区公民館など地域を基盤に活動してい 

る団体の支援を行うとともに、地域ネットワーク 

づくりを進めることで、地域コミュニティの活性 

化を図ります。 

全 課 

②地域力の再生

支援 

●本来、地域コミュニティが持つ教育、子育て、防 

犯などの互助機能や地域おこしの力を再生するた 

め、地域の自発的な取り組みを推進します。 

全 課 

③伝統文化（行

事）の保存・継

承 

●地域における「伝統文化（行事）」の保存・継承を 

推進し、共に思いやり助け合う地域づくりにつな 

げます。 

全 課 

④活躍の場づく

り 

●特に女性や高齢者が主役となり活動でき 

る場づくりの支援に努めます。 
全 課 
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＜参 考＞ 

 

◆ 女性の参画について ◆ 

○政策決定の場へ女性が参画することについてどう思うか 

 回答数 構成比（％） 

賛成 ６３ ６２．４ 

反対 ６ ５．９ 

どちらでもよい ３０ ２９．７ 

無回答 ２ ２．０ 

 計 １０１ １００．０ 

（資料）下郷町男女共同参画に関する町民意識調査報告書（平成２１年３月）より 

 

 

○女性が職業を持つことについて 

 回答数 構成比（％） 

職業を持たない方が良い １ １．０ 

結婚するまでは職業を持

つ方が良い 

０ 
０．０ 

子どもができるまでは職

業を持つ方が良い 

２ 
２．０ 

子どもの成長後再び職業

を持つほうが良い 

４０ 
３９．６ 

職業は一生持ち続けるの

が良い 

４３ 
４２．６ 

わからない １０ ９．９ 

無回答 ５ ５．０ 

 計 １０１ １００．０ 

（資料）下郷町男女共同参画に関する町民意識調査報告書（平成２１年３月）より 
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【男女共同参画推進出前講座】出席者の主な意見・感想等 

 

① 地 域 

 ● 年齢が古いからもう遅い。 

 ● 役場職員や議員を含め各種委員等に女性の進出が少ない。各集落等につ 

いても同じ。 

 ● 各種委員等に女子の割合が３分の１は欲しい。町会議員にも女性が立候 

補すればよい。 

 ● どうしても女性には遠慮がある。若い人は男女共生という考えが当たり 

前になってきているが、高齢者にとっては今更という考えもある。 

 ● 女性の方がもっと力をつけるべき。意識の改革が必要。 

 ● 地域では互助の精神で男女共同参画は進んでいると思う。 

 ● 女性が区長になってもおかしくないと思うし、逆に頼もしいと思う。 

 ● 有能な人がいたら、区長職は女性でも良い。区長や農業委員になってみ 

ようかという人がいたら素晴らしい。 

 ● 「男のくせに」「女のくせに」という言葉が聞こえなくなった。大変な進 

歩だと思う。 

 ● 女性が社会に進出するめには、女性もそれなりの勉強、意識の高揚、前 

向きな勇気が大事。 

 ● 女の人の元気のある地域は、発想が変わり活気が出る。女性の力は大き 

い。女性の意見は説得力がある。 

 ● 農村こそ、男女共同参画が大事。生活をお互いに楽しみながら支えあい 

ながら仕事をすることが大切。人という文字には支えあるという意味も 

ある。皆で助け合おうという気持ちが一番大事。 

 ● 下郷町でも、女性が町会議員に立候補すれば、トップ当選できるのでは 

ないか。 

 ● 本集落では、出役出不足等の男女の賃金格差を撤廃した。 

 ● まず社会全体で男女共同参画の機運を高めていかなければならない。だ 

からこのような座談会活動も必要。 

 ● 男女共同とういう観点からは行政区が一番遅れている。 

 ● 女性の社会進出には女性の応援が必要。 

 ● 女の人の力も非常に大切でお互いに知恵を出し合っていくことが良い結 

果に結びつく。 
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【男女共同参画推進出前講座】出席者の主な意見・感想等 

 

② 家 庭 

 ● 男の人は、家の中にある自分の物ぐらいどこにあるのか覚えてほしい。 

 ● 家族の中に病人や障害者がいると、自然といたわりの心が芽生えてくる。 

 ● 年を取れば取るほど男女共生の大切さを実感する。 

 ● 家族仲良く、夫婦仲良く、お互いを尊重しあうことが基本。 

 ● 夫婦は互いの思いやりが必要。 

 ● 今の若い人は男でもおむつ替えもする。これからの男は何でもできない 

といけない。意識の改革が必要。 

 ● 意識の改革が問われる。子どもはいつも親を見ている。 

 ● 子育て中の母親に対する支援や配慮、思いやりが大事。 

 ● 夫婦のあり方はお互いに自分が大切だったら、相手も大切に。話し合い 

が大切。 

 ● 「核家族化」が問題である。３世代同居であれば、自然と愛情や道徳観 

が育まれる。 

 ● 夫婦２人で生活できるのが一番幸せ。１人の生活になってみるとそれが 

実感できる。単身生活の経験も必要ではないか。 
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【男女共同参画推進出前講座】出席者の主な意見・感想等 

 

③ 職 場 

 ● 職場では自分で飲むお茶は自分で入れるようにしている。職務による給 

料の違いはあるが、男女差別はない。 

 ● 会社でも未だに採用面等で差別があるようだ。 

 ● 共働きはやはり大変。農業の場合は昔から男女共同参画である。そうで 

なければ成り立たない。 

 ● 育児休業については、法律で認められていても、会社側の対応は冷たい。 

 ● 意思と個人とチャンスと能力があれば女性も活躍できる。男女の差はま 

だあるが、女性も活躍できる世の中になってきている。 

 ● 男女とも同じ仕事をしなければならないということではなく、差別をさ 

れないことが大事。 

 ● 「パートと正社員」「田舎と都会の格差是正」が問題。 

 ● 観光サービス業には女性が欠かせない。村おこしにも積極的に取組んで 

ほしい。 

 ● 観光の企画こそ男女共同参画。女性の声が必要。女性の力が大きい。女 

性が本当の力を発揮する時。大いに頑張ってほしい。 

 ● 私は施設職員であるが、県内に１００程度の施設があり、昔は男性の所 

長がほとんどだったが、最近では４分の１が女性所長である。今後もど 

んどん増える傾向にあると思われる。 

 

④ 学 校 

 ● 出席簿の番号等も学校では男女を問わず、生年月日順になっている。 

 ● 男女共学も共同参画の現れであると思う。 

 ● 男女共同参画を推進するには、特に子どもの頃から「学校教育」の場で 

教えることが大事である。 

 ● 昔、教員をしていたが、約８割が男性だった。退職する頃は５割。今で 

は女性の方が多いと思われ女性の進出がめざましい。 

 ● 女性が前面に出れば、世の中も変わる。女性校長等も好印象。 

 ● 小・中学校の児童・生徒会長に女の子がなっているのは普通にある。女 

性の校長だっていることだし、もう自然の流れになっている。 
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男女共同参画に関する用語集 
 

 

ワーク・ライフ・バランス 
 「仕事と生活の調和」と訳され、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を持ち 

ながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいて 

も、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・ 

実現できる」ことを指します。 

 

 

ジェンダー 
  男女の生まれながらの生物学的な違いではなく、日常生活における「男ら 

しさ」や「女らしさ」といった文化的、または社会的につくられた男性的、 

女性的な行動や態度などをジェンダーといいます。 

 ジェンダーフリーとは、このようなジェンダーからの開放をさし、性別 

による役割にとらわれない見方等を意味します。 

 

 

メディア・リテラシー 
  メディア（新聞、ラジオ、テレビ、雑誌、インターネットなど）から発信 

される情報を主体的に読み解く能力のこと。また、メディアを使って表現す 

る能力も指します。 

 

 

セクシャル・ハラスメント（セクハラ） 
  相手の意に反した性的な性質の言動で、身体への不必要な接触、性的関係 

の強要、性的なうわさの流布、衆目に触れる場所へのわいせつな写真の掲示 

など、様々なものが含まれます。 

 

 

パワー・ハラスメント（パワハラ） 
  職務的立場を利用して、無理難題を強要したり、私生活へ介入するといっ 

た、人権侵害にあたるような嫌がらせを繰り返し行うことをいう。 

 

 

ユニバーサルデザイン 
  年齢、性別、個人の能力にかかわらず、はじめからできるだけ多くの人が 

利用可能なように、利用者本位、人間本位の考え方に立ってデザインするこ 

とであり、その対象は、ハード（都市施設や製品など）からソフト（教育や 

文化、サービスなど）に至るまで多岐にわたっています。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%95%E4%BA%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E6%B4%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%B6%E5%BA%AD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E7%94%9F
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ドメスティック・バイオレンス（DV） 
  夫や恋人など、親密な関係にあるパートナーから受ける暴力のこと。殴る、 

蹴るといった身体的暴力だけでなく、言葉による精神的暴力、性的暴力、経 

済的暴力などいろいろな形で存在します。最近では、女性に対する人権侵害 

として社会的問題として認識されるようになってきました。 

 

 

リプロダクティブ・ヘルツ／ライツ 
  性と生殖の観点において、人間が生涯にわたって自分の健康を主体的に確 

保することを目指そうという概念のこと。 

 これは、人間が安全で満ち足りた性生活を営み、かつ妊娠・出産に関する 

自由を享受し、自分の性と生殖について身体的・精神的・社会的に満足でき 

る状態であることを表す「リプロダクティブ・ヘルス」とそれを守る権利で 

ある「リプロダクティブ・ライツ」をあわせた概念である。 

 

 

エンパワーメント 
  何らかの理由で本来持っている力を十分に発揮できない人々を対象に「力 

を付ける」過程をさす。そこで付ける力は、自信など自らの能力を発揮でき 

る力をさす。 




